
令和元年度  

 

日時 令和２年２月１０日（月） 

午後３時００分～ 

場所 江別市民会館３１号室 

 

次次次次    第第第第    

    

１ 開 会 

 

２ 生活環境部長あいさつ 

 

３ 会長あいさつ 

 

４ 議 事 

（１）報告事項 

報告第１号 緑化関連事業の実施状況について 

報告第２号 江別市保存樹木の指定解除について 

報告第３号 環境緑地保護地区等内行為の通知（緑地整備・遊歩道整備・伐 

採、樹木の伐採）について 

 

５ その他 

 

６ 閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「身につけよう身につけよう身につけよう身につけよう    命のお守り命のお守り命のお守り命のお守り    反射材反射材反射材反射材」」」」    

～交通安全年間スローガン（全日本交通安全協会）より～ 
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第１回江別市緑化推進審議会 
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令和２年２月１０日（月） 

午後３時００分～ 

江別市民会館３１号室 

発言者等 内      容 

審議会 

出席委員 

小阪委員、宮木委員、郷委員、牧野委員、藤田委員、谷保委員、保坂委員 

（計７名） 

事務局 

川上生活環境部長、金子生活環境部次長、白崎環境室長、山崎環境課長、河

村環境課主幹、田中環境課主査、八木橋環境課主任、中嶋環境課主事 

（計８名） 

司会 山崎環境課長 

部長あいさつ 川上生活環境部長 

会長あいさつ 小阪会長 

山崎課長 配付資料の確認 

議事（報告案件）進行 小阪会長 

報告事項① 緑化関連事業の実施状況について 

河村主幹 緑化関連事業の実施状況について説明 

小阪会長 
事務局から「緑化関連事業の実施状況について」報告があったが、この件に

関してご質問等はないか。 

小阪会長 
私から質問するが、令和２年度の地域緑化事業の方向性等で「多用な樹種の

植栽を推奨」と記載されているが、どのような樹種を予定しているのか。 

田中主査 

秋に地域団体に対して、翌年度の植樹希望の調査を行っている。それに基づ

いて予算を要求して、予算が付けば植樹資材の提供を行う。サクラ類を希望す

る団体が多く実績も多くなっているが、各団体の代表に連絡しサクラ以外にも

いろいろと樹種があることを説明している。地域で植樹するにあたり、花を楽

しみたいという意見が多いが、モクレン、ライラックなど花をつける木は多い。

サクラに偏ることなく、緑化専門員と一緒に現地に行って、植える場所にあっ

た樹種をお勧めさせていただくなど、各団体と協議しながら植樹をしている。 

宮木副会長 
令和２年度の事業内容では、「サクラ類２６本の苗木」と記載されているが、

全部サクラということか。 
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田中主査 

サクラ以外も予定はあるが、サクラが多くなっている。令和２年度は団体さ

んの意向も踏まえた予定という状況で記載しているが、他の樹種もお勧めさせ

ていただき、相談しながら最終的な植栽の樹種を決めたいと考えている。 

保坂委員 

名木百選ウォッチングについて質問する。平成３０年度は参加したかった

が、中止になった。令和元年度に実施したものは気が付かなかったが、どのよ

うに募集したのか。 

田中主査 
広報えべつ、ホームページで募集したほか、道新、まんまる新聞に載せて募

集した。 

小阪会長 他に質問等はないか。 

委員一同 特になし。 

報告事項② 江別市保存樹木の指定解除について 

河村主幹 江別市保存樹木の指定解除について説明 

小阪会長 
事務局から「江別市保存樹木の指定解除について」報告があったが、この

件に関してご質問等はないか。 

小阪会長 
私から質問するが、欄外に「保存樹木９０本、指定樹木１７本、計１０７

本」と記載されているが、指定樹木は保存樹木の予備軍と見て良いか。 

田中主査 
指定樹木になり１０年以上経過し、かつ状態が良好である樹木について、

保存樹木に昇格させる、ということでご理解いただきたい。 

小阪会長 他に質問等はないか。 

谷保委員 保存樹木の管理はどこで行っているのか。 

田中主査 

個人所有の保存樹木は所有者の財産であるため、所有者に管理していただ

いている。市としては、保存樹木、指定樹木に指定後、些少ながら管理する謝

礼として１本につき、年 2,500 円を支払っている。 

谷保委員 
豊幌にある保存樹木のシダレヤナギだが、樹齢が高く、枝が伸びて道路に

かぶさっている。地元の自治会から伐採の要望は出ていないか。 

田中主査 

今のところ地元自治会から伐採の要望は受けていない。シダレヤナギについ

ては、枝が細く長く伸びる性質がある。そばをスクールバスが通るときに支障

が出ることから、定期的に剪定を行っている。街路樹であるため、所管は道路

管理課となるため、地域から剪定の要望が出れば、所管課に伝え剪定の対応を

いたしたい。 
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小阪会長 

報告第１号「緑化関連事業の実施状況」でも報告があったが、保存樹木の

治療は、市で巡回して治療を要すると判断したものについて治療しているの

か。それとも、所有者からの要望を受けて治療しているのか。 

田中主査 

緑化専門員が最低年１回、各保存樹木を巡回して状態を確認している。その

中で何らかの治療等が必要と思われる樹木、かつ治療等を行うことでそれなり

の効果が見込まれる樹木について、候補木としてピックアップし、その中で優

先度の高いものを治療している。私有の樹木は個人の財産のため、所有者に対

して現況の説明をして治療を勧めている。資料１で、令和元年度の実績として

２本の樹木について記載している。湯川公園のキリは、市有の保存樹木で、所

管する都市建設課と協議したうえで、環境課予算で治療を行った。個人所有の

クリについては、所有者に剪定が必要になっている状況を伝え、所有者負担で

剪定を行ったという実績です。 

宮木副会長 

保存樹木は９０本からなかなか増えていかない状況で、予備軍の指定樹木も

少ない。指定樹木は１０年間の留置期間があるため、広く市内全域から選んで

増やしてもらいたい。一つ候補としていいかなと思っているのは、江別保健所

にギョイコウという品種のサクラがある。八重桜の一種で、４月末に満開にな

る。昨年新聞にも載った樹木で、樹高は高くはないが、地域の住民に親しまれ

ている。指定樹木の指定に向けて検討いただきたい。 

田中主査 
お話しがあった樹木については、後ほど詳細について確認させていただきた

い。そのうえで現地調査を行い、指定の要件該当性等を確認したい。 

小阪会長 他に質問等はないか。 

委員一同 特になし。 

報告事項③ 環境緑地保護地区等内行為の通知について 

河村主幹 環境緑地保護地区等内行為の通知について説明 

小阪会長 

事務局から「環境緑地保護地区等内行為の通知について」報告があったが、

１件目の江別鉄道林から確認していきたい。これまでに野幌駅が新しくなり、

鉄道が高架化され、駅周辺の土地整備事業が進められ、その中での緑地整備・

遊歩道整備に伴う樹木の伐採という案件である。また本件は、新聞などの報道

でご存知の方も多いと思われるが、この件に関してご質問等はないか。 

小阪会長 

私から質問するが、資料１２ページに、「ニホンザリガニ、エゾサンショウ

ウオが生息していることから、生息環境の保全に努めて下さい」と記載がある

が、実態としては生息しているのか。 
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山崎課長 
本件都市緑地の整備に関し、検討委員になられていた宮木副会長に補足を含

めてご説明いただきたい。 

宮木副会長 

私が直接調査したわけではないが、専門の方のほか、酪農学園大学の学生さ

んが調査した。エゾサンショウウオの生息が確認されて、生息数も多いと聞い

ている。検討委員会では、水辺の保全が問題となったが、地図の自然林保全ゾ

ーンの東側に小さな池があり、そこで生息が確認されそのまま残された。この

ゾーンではヤチダモの木が多いが、台風による倒木が多数出て、針葉樹がほと

んど伐採された。広葉樹のヤチダモ、ハルニレは残し、野生生物の生息環境を

保全することとした。 

小阪会長 自然林保全ゾーンでは、貴重な生物や樹木の保全のための表示はするのか。 

田中主査 

ニホンザリガニの生息が確認されているが、それを表示することで採取に来

る人が出てくるという問題がある。市内の他の公園でも水路で生息が確認され

ているところがあるが、表示はしていない。本件緑地でも、表示するというこ

とは所管の街路整備課からは聞いていない。 

宮木副会長 
自然林保全ゾーンは原則立ち入り禁止になっている。隣接する木道から観察

できるようになっている。 

小阪会長 

他にご質問等がなければ、次に２件目の屯田兵村林について確認したい。資

料にもある平成３０年の台風では、市内全域で相当な数量の風倒木被害が出

た。その中で、屯田兵村林も資料で示されたように台風被害を受け、その倒木

を処理するというのが本件の内容になる。この件はもう完了しているのか。 

田中主査 
当初の予定では、昨年秋に完了するはずだったが、倒木数が多く未完了とな

っている。今春に追加の作業を行うと所管の農業振興課から聞いている。 

宮木副会長 屯田兵村林の所有はどこか。 

田中主査 所有は江別市となっている。 

宮木副会長 伐採するのは、屯田兵村林の一部か。 

田中主査 

今回台風被害を受けた樹木は、過密植栽された針葉樹で、生育不良となって

いたため、相当数の樹木が倒木することになった。屯田兵村林は、防風保安林

指定を受けており、防風保安林の機能に支障をきたすと問題がある。所管する

北海道と協議して「治山事業」として風倒木処理を行い、イタヤカエデとナナ

カマドの二種類で補植するということで計画が作成された。入札は北海道が行

い、作業の指導は市の農業振興課が行うという形で工事が行われている。 

宮木副会長 屯田兵村林の植栽はいつのことか。 
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田中主査 明治期に屯田兵が入植して植栽したものと認識している。 

小阪会長 その他にご質問等はないか。 

委員一同 特になし。 

その他 

事務局 特になし。 

閉会 山崎課長 

 


